
　参考資料１

１　高齢者が活躍しやすい社会　
　（１）元気な高齢者への総合的支援

◆元気高齢者の活動促進
事　業　名 担当課・団体 事業概要

「ぐんまちょい得シニアパス
ポート」推進

介護高齢課
　高齢者の外出を促し、地域との交流や健康を維持することを目的
に、協賛店でパスポートを提示することで、割引等の特典が受けられ
る制度を推進します。

ぐんまときめきフェスティバ
ル

(公財)群馬県長
寿社会づくり財団

　高齢者の文化活動や趣味の活動を支援し、生きがいづくりを促進す
るため、絵画、彫刻、工芸、書、写真などの高齢者世代の作品を発表
する場を提供し、高齢者の社会参加を推進します。

ぐんまねんりんピック

介護高齢課
スポーツ振興課
(公財)群馬県長
寿社会づくり財団
(公財)群馬県ス
ポーツ協会

　スポーツや文化活動を通じて、高齢者の健康の保持増進と交流を
図り、県民総スポーツの輪を広げるとともに、生きがいづくりを進め、
ふれあいと活力ある長寿社会づくりを推進することを目的に、関係団
体との共催によりぐんまねんりんピックを開催します。

◆高齢者団体に対する助成事業
事　業　名 担当課・団体 事業概要

群馬県長寿社会づくり財団
運営費補助

介護高齢課
　高齢者の社会参加、生きがいづくりと健康づくりを推進するために、
（公財）群馬県長寿社会づくり財団が実施する事業等に対して補助し
ます。

群馬県老人クラブ連合会補
助

介護高齢課
　(一財)群馬県老人クラブ連合会が行うスポーツ大会や高齢者相互支
援推進事業研修会等各種事業の経費を補助します。

高齢者の生きがいと健康づ
くり支援

介護高齢課
　市町村老人クラブ連合会や地域の単位老人クラブの活動を支援す
るため、クラブの運営や活動の経費に対して市町村を通じて補助しま
す。

◆情報発信体制の整備
事　業　名 担当課・団体 事業概要

ぐんま元気シニア応援ネット 介護高齢課
　各地域の老人クラブや公民館活動、ボランティア活動、生涯学習等
に関する情報を収集し、インターネットを通じての提供を行います。

(公財)群馬県長
寿社会づくり財団
(一財)群馬県老
人クラブ連合会

◆高齢者に対するイメージの転換
事　業　名 担当課・団体 事業概要

長寿社会・私のメッセージコ
ンクール

(公財)群馬県長
寿社会づくり財団

　明るく生き生きとした長寿社会づくりに向けての気運を盛り上げるた
め、若い世代からシニア世代までの方々に、長寿社会について感じた
こと、地域活動や豊かで明るく生活することについて考えたことをまと
めたメッセージを募集し、優秀作品を選考のうえ、公表します。

　（２）健康づくり・介護予防
◆元気高齢者の活動促進

事　業　名 担当課・団体 事業概要

介護予防サポーターの養成
地域包括ケア推
進室

　地域の実情に応じて介護予防サポーターの養成ができるよう、地域
リハビリテーション広域支援センターと連携し、技術的な支援等を行う
ことにより、介護予防に対する理解を図ります。

情報誌の発行
　群馬県長寿社会づくり財団発行の「ときめき群馬」や、群馬県老人ク
ラブ連合会の会報誌を通じて、高齢者の健康づくり、生きがいづくり、
趣味、社会参加等に役立つ情報を提供します。

ぐんま元気･活躍高齢者プラン関連事業一覧
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参考資料１　

◆健康づくり・維持活動の促進
事　業　名 担当課・団体 事業概要

ぐんまねんりんピック 再掲　→　１（１）

全国健康福祉祭（ねんりん
ピック）

(公財)群馬県長
寿社会づくり財団

　全国健康福祉祭（ねんりんピック）へ群馬県選手団を派遣し、高齢者
の積極的な仲間づくりや世代間交流を促進するとともに、正しい健康
づくりへの理解を深め、ふれあいと活力ある長寿社会づくりを推進しま
す。

群馬県レクリエーション協会
活動支援

(公財)群馬県ス
ポーツ協会
スポーツ振興課

　高齢者・障害者を含めた生涯スポーツの振興を促進するため、県
フォークダンス協会や県ラジオ体操連盟、県ウォーキング協会など２１
の種目団体や市町村団体、領域等団体で構成される県レクリエーショ
ン協会の活動を支援します。

ぐんまはばたけポイント制度 介護高齢課
　高齢者の社会貢献を奨励し、意欲をもって活躍できるよう応援する
ため、介護保険制度における地域支援事業の「介護ボランティア・ポイ
ント制度」を活用し、高齢者のボランティア参加の促進を図ります。

元気県ぐんま２１(第２次）の
推進

保健予防課

　県民の健康寿命を延ばすため、「ぐんま元気（GENKI)の５か条」を普
及し、生活習慣の改善など、県民の健康づくりに向けた取り組みを支
援します。併せて、健康格差を縮小するため、県民の取り組みを支え
る社会環境の整備を進めます。

８０２０県民運動推進特別事
業

保健予防課
　「群馬県歯科口腔保健推進計画」の推進にあたり、県民の健康な歯
と口を維持するため、県歯科医師会及び県歯科衛生士会等と連携し
て、歯科研修事業等を行います。

市町村食育推進体制整備
（高齢者の食育支援のため
の研修会の開催）

保健予防課

　高齢者により身近な市町村が主体的に「共食」の場をつくれるよう、
各地域の現状や既存の介護予防事業等とも連携を図りながら、支援
を行います。また、市町村食育推進担当者を対象とした高齢者への食
育支援のあり方について考える研修会を開催します。

◆市町村への支援
事　業　名 担当課・団体 事業概要

地域支援事業交付金（介護
予防・日常生活支援総合事
業、包括的支援事業）

地域包括ケア推
進室

　効果的な介護予防に関する事業を実施するため、地域支援事業に
かかる経費（介護予防・日常生活支援総合事業：12.5%、包括的支援
事業：19.25%)を事業実施主体である市町村に交付します。

介護予防対策推進
地域包括ケア推
進室

　介護予防推進体制を構築するため、市町村職員に対する研修、介
護予防や各分野のリハビリテーションが地域で円滑に実施されるよう
体制整備の推進を行います。

　（３）安全・安心な生活環境の整備
◆防犯・消費者被害防止

事　業　名 担当課・団体 事業概要

振り込め詐欺防止広報啓発 消費生活課
　振り込め詐欺被害が後を絶たないため、被害防止のためのリーフ
レットを作成し、一人暮らし高齢者等に配布します。

大人向け防犯出前講座 消費生活課
　自治会や老人クラブなどの会合に出向いて、最近の犯罪情勢や犯
罪の手口、家庭における防犯対策等について、実演を交え分かりや
すく解説します。

高齢者に対する消費者被害
防止講座

消費生活課
　急速な高齢化や消費者問題の複雑・多様化している状況を踏まえ、
高齢者教室や高齢者の集会等に講師を派遣し、被害防止のための講
義を行います。（「出前講座」の一環として実施）

高齢者消費者被害防止見守
り事業

消費生活課
　通常業務で高齢者宅を訪問する機会のある民間事業者と県の間で
協定を締結し、高齢者等の消費者被害防止に係る啓発や消費生活セ
ンターへの相談誘導を行います。

関東甲信越ブロック高齢者
被害防止共同キャンペーン

消費生活課

　高齢者を狙った悪質な商法が後を絶たない状況にあることから、関
東甲信越地方の都県及び政令市が共同し、消費者被害未然防止の
ため啓発資料を作成するとともに、共同キャンペーン活動を行いま
す。

友愛訪問連携事業 消費生活課
　元気な高齢者が高齢者世帯に戸別訪問を行っている老人クラブ等
の友愛訪問と組み合わせ、チラシの配布等、消費者被害防止のため
の啓発活動を行います。

振り込め詐欺等根絶対策
高齢者向け体験・実践型研
修

消費生活課
　高齢者に詐欺の電話を体験させて対応を実演してもらうなどの研修
を実施します。
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　参考資料１

事　業　名 担当課・団体 事業概要

振り込め詐欺等根絶対策
根絶サポーター養成講座

消費生活課
高齢者に最も身近な存在である「家族」を対象に「高齢者と詐欺師と
の接点を断ち切る」電話対策や、だまされた高齢者が現金を振り込も
うとする水際での声掛けや通報のノウハウを学ぶ講座を実施します。

振り込め詐欺等被害防止
キャンペーン

消費生活課
金融機関、コンビニ、宅配事業者、関係団体等で構成される振り込め
詐欺等根絶協議会と連携して、チラシ配布、ラジオ放送等、振り込め
詐欺等の被害防止のための啓発活動を行います。

音声ガイダンス「のうさぎちゃ
んパネル」設置

消費生活課
動態センサーを内蔵した音声ガイダンス付きパネルを無人ＡＴＭコー
ナーに設置して、振込型詐欺の被害防止を図ります。

高齢者に抵抗力を身に着け
ていただく対策

警察本部生活安
全企画課

　巡回連絡等の戸別訪問により高齢者に対し直接的な啓発を図り、犯
人からの電話を受けない電話機対策や高齢者家族への働き掛けを強
化して高齢者被害防止の機運を高める家族の絆作戦など、高齢者に
抵抗力を身に着けていただけるような詐欺被害防止対策を推進しま
す。

だまされても水際で阻止する
対策

警察本部生活安
全企画課

水際対策を図るため金融機関、コンビニエンスストア、鉄道、タク
シー、宅配事業者等との連携を強化します。

関係機関等と連携した詐欺
被害防止対策の推進

警察本部生活安
全企画課

　「群馬県振り込め詐欺等根絶協議会」を中核とし、群馬県防犯協会、
群馬県防犯設備協会等と連携し、高齢者の被害防止を図ります。

各種犯罪被害防止に向けた
防犯講話等の実施

警察本部生活安
全企画課

　県民生活を脅かす各種犯罪被害防止のため、あらゆる機会を捉え、
犯罪の手口及び防犯対策等に関する防犯講話を実施し、被害防止を
図ります。

犯罪情報等の発信
警察本部生活安
全企画課

　県警ホームページ、マッピングぐんまによる地図情報及び上州くん
安全・安心メール等を活用し、犯罪の発生状況をタイムリーかつ分か
りやすく発信し、防犯意識の高揚を図るとともに、防犯対策の実践に
よる被害防止を図ります。

自主防犯パトロール活動等
ボランティア活動への参加促
進

警察本部生活安
全企画課

　地域における子供の見守り活動や自主防犯パトロール等防犯ボラ
ンティア活動等への参加促進を図るとともに、高齢者自身の防犯意識
の高揚を図ります。

◆元気高齢者に対する交通安全対策
事　業　名 担当課・団体 事業概要

高齢者の交通安全対策の推
進

警察本部交通企
画課

　高齢運転者・歩行者等の交通事故を防止するための広報啓発チラ
シ等を作成し、高齢者が集まる集会所等において配布し、交通安全意
識啓発を図ります。

反射材の普及及び着用促進
警察本部交通企
画課

　夜間歩行中の交通事故を防止するため、反射材の普及・促進を図り
ます。

「交通安全学習館」を活用し
た交通安全教育

警察本部交通企
画課

　「交通安全学習館」と既設の視聴覚施設を子供や高齢者が安心して
学べる交通安全教育の場として運営します。

「命を救う思いやり110番通
報」 の周知

警察本部交通企
画課

　車道を歩いているなど保護を必要とする高齢者等交通上の危険者
を早期に発見保護し、交通事故の未然防止を図るための「命を救う思
いやり110番通報」を周知します。

高齢者等出前講習委託
警察本部交通企
画課

　多くの高齢者が所属する関係機関・団体及び企業からの要請に応
じ、現地に出向く出前式による参加・体験型交通安全講習を実施しま
す。

◆高齢ドライバーに対する事故防止対策
事　業　名 担当課・団体 事業概要

高齢者・初心者しあわせドラ
イブ

交通政策課
　６５歳以上の高齢者又は初心運転者１人以上を含む３人１組でチー
ムを組み、１５３日間の無事故無違反を目指す交通安全コンテストを
実施します。

高齢者交通安全協力者養成
講習会・高齢者反射材着用
促進

交通政策課

　自治会や老人クラブ役員等、地域の交通安全に影響力のある高齢
者や交通安全活動に取り組む高齢者を対象に、安全運転教育に必要
な知識・技能の習得と指導力の向上を図るため、参加・体験・実践型
の講習会を実施するとともに、反射材を配布して着用促進を図りま
す。

セーフティ・サポートカーＳの
普及啓発

警察本部交通企
画課

高齢運転者による交通事故を防止するため、高齢運転者に推奨され
ている先進安全技術（自動ブレーキ、誤発進防止装置）を搭載した自
動車「セーフティ・サポートカーＳ（愛称：サポカーＳ）」の普及啓発を図
ります。
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参考資料１　

事　業　名 担当課・団体 事業概要

運転適正検査車の活用
警察本部交通企
画課

　運転適性等を検査する運転適性検査機器を搭載した「運転適性検
査車」を活用し、高齢運転者に身体機能等の自覚を促し、交通安全意
識の高揚を図ります。

高齢運転者等専用駐車区間
制度

警察本部交通規
制課

　高齢運転者等が日常生活において利用する施設等の周辺の道路
上に、高齢運転者等専用駐車区間を設置します。

高齢者講習の実施
警察本部運転管
理課

　高齢化社会の進展に伴い、高齢者による交通事故防止を図ることを
目的として、免許証の更新を希望する７０歳以上の高齢者を対象に義
務付けられたもので、講習車を使用した実車指導やディスカッション等
を通した参加型の講習を行います。　特に、７５歳以上の高齢者には
認知機能検査を行い、検査結果に応じた講習を行うとともに、認知機
能の低下により犯しやすい特定の違反等をした高齢者には、臨時に
認知機能検査や高齢者講習を行うことにより、高齢者の安全運転を
支援します。

高齢運転者に対する適性相
談の実施

警察本部運転免
許課

　高齢運転者やその家族から、運転免許に関する適性について相談
を受けています。

◆バリアフリー施設の増加
事　業　名 担当課・団体 事業概要

福祉のまちづくり推進 障害政策課
　誰もが生き生きと心豊かに日常生活を送り、社会活動に参加できる
社会の実現を目指し、「人にやさしい福祉のまちづくり条例」に基づくさ
まざまな施策を行います。

交通施設バリアフリー化推
進

交通政策課
　１日当たりの利用者数が3,000人以上である鉄道駅のバリアフリー化
を促進し、駅舎内整備に対して一部を補助します。

◆移動の安全
事　業　名 担当課・団体 事業概要

「ゾーン３０」整備
警察本部交通規
制課

　道路管理者と連携し、「ゾーン３０(面的に交通事故抑止対策を講じ、
規制速度を３０km／ｈにするエリア)」を指定し、注意喚起対策を実施し
ます。

みんなで点検（安全安心な
みちづくり）

道路管理課

　行政だけでなく、さまざまな道路利用者の視点で道路を使いやすくす
るために高齢者などの利用者と一緒に現地確認を行い、意見を聞き
ながら改善計画を策定し、安全で安心して通行できる道路空間に改善
します。

◆公共交通の利便性の向上
事　業　名 担当課・団体 事業概要

地方バス路線対策 交通政策課
　バス事業者が運行する広域的・幹線的なバス路線に対して、ノンス
テップバスの導入も含め路線維持費の一部を補助します。

市町村乗合バス振興対策 交通政策課
　市町村等が運行するバス路線に対して、運行費及びバリアフリー対
応車両等の購入費の一部を補助します。

２　社会参加・社会貢献の場が充実した社会
　（１）生涯学習・生涯スポーツの振興

◆生涯学習
事　業　名 担当課・団体 事業概要

出前なんでも講座 広報課
　町内会などの集まりに県職員が出向き、県の事業や施策などの情
報を分かりやすく説明する講座を開催します。講座内容は、県政に関
するメニューと職員の特技を披露するメニューがあります。

ぐんま元気シニア応援ネット 再掲　→　１（１）

まなびねっとぐんま企画運営 生涯学習課
　県民の生涯学習活動を支援するため、県内の生涯学習情報をイン
ターネットにより提供します。

ぐんま県民カレッジ 生涯学習課
　県や市町村、高等学校、大学、専修学校、博物館・美術館等と連携
し、県民にさまざまな生涯学習の場の情報を提供します。

◆文化活動
事　業　名 担当課・団体 事業概要

伝統文化継承事業 文化振興課
　地域の絆により、古くから県内各地で伝えられ、守られてきた地域の
伝統文化を継承していくための活動を応援します。

東国文化周知事業 文化振興課
　古代東国文化の中心地であり、東日本最大の古墳大国である本県
が誇る歴史文化遺産についての周知を進め、再認識を促すとともに、
観光振興やイメージアップ等での活用を図ります。
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　参考資料１

事　業　名 担当課・団体 事業概要

県民芸術祭（県展等） 文化振興課
　県民の文化における創造的活動を助長し、地域の特色ある多様な
文化芸術を充実・発展させるとともに、優れた文化芸術の鑑賞機会を
提供します。

県立博物館・美術館教育普
及事業

文化振興課

　県民の美術に関する知識を深め感性を豊かにする機会、身近な自
然や環境問題についての関心を高める機会、及び県民の歴史や文学
に対する学習ニーズを満たす機会など、県民の文化的資質を充実さ
せるための機会を提供します。

◆生涯スポーツ
事　業　名 担当課・団体 事業概要

ふれあいスポーツプラザ運
営委託

障害政策課
　障害者及び高齢者のスポーツ及びレクリエーション活動の振興、社
会参加の促進を図ることを目的として設置された県立ふれあいスポー
ツプラザ（伊勢崎市）を運営します。（指定管理）

ゆうあいピック記念温水プー
ル運営委託

障害政策課
　障害者及び高齢者のスポーツ及びレクリエーション活動の振興、社
会参加の促進を図ることを目的として設置された県立ゆうあいピック
記念温水プール（渋川市）を運営します。（指定管理）

高齢者・障害者県有スポー
ツ施設使用料（利用料）減免

スポーツ振興課
(公財)群馬県ス
ポーツ協会

　高齢者・障害者の社会参加を促進するため、65歳以上の高齢者・障
害者に対し、県総合スポーツセンター（伊香保リンクを含む）の施設使
用料（利用料）の2分の1を減免します。

群馬県レクリエーション協会
活動支援

再掲　→　１（２）

健康スポーツ指導者バンク
運営

(公財)群馬県ス
ポーツ協会

　高齢者・障害者を含めた生涯スポーツの振興を促進するため、県ス
ポーツ協会で養成した健康スポーツ指導者バンク登録者が、市町村
や各種団体からの依頼を受け、高齢者体操やダンベル体操、軽ス
ポーツ等の指導を行います。

　（２）社会参加・社会貢献の促進
◆場の提供と情報の発信

事　業　名 担当課・団体 事業概要

ＮＰＯ・ボランティアサロンぐ
んま運営

県民生活課

　県民に対するＮＰＯやボランティアに関する相談、情報収集・提供、
施設・設備の提供等を通じてＮＰＯやボランティア団体等の支援を行
います。
　また、ＮＰＯの運営基盤強化のための講座等を実施し、地域で自立
して活発に活動できるよう支援します。

ＮＰＯ・ボランティアのひろば
運営

県民生活課
　ホームページ上で「ＮＰＯ・ボランティアのひろば」を運営し、ボラン
ティア募集や受入施設等を紹介しています。

ぐんまボランティア・市民活
動支援センター運営

（社福）群馬県社
会福祉協議会
健康福祉課

　県民がボランティア活動に参加するための機運情勢や環境整備を
行うため、福祉教育の推進や広報啓発、養成研修等を行います。

ぐんまはばたけポイント制度 再掲　→　１（２）
ぐんま元気シニア応援ネット 再掲　→　１（１）
高齢者総合相談センター運
営委託

再掲　→　１（３）

市町村等との連携による人
づくり

(公財)群馬県長
寿社会づくり財団

　傾聴ボランティア、家庭介護、退職後の人生設計など、地域社会で
活躍できる人材の育成を目的に、各種講座を開催するほか、高齢者
の社会参加・社会貢献活動に関する相談に応じるとともに、情報提供
を行い、活動のマッチングや高齢者の交流の場を設け、元気高齢者
の社会参加の活性化を図ります。

環境人材育成 環境政策課
　「ぐんま環境学校（エコカレッジ）」にて、地域における環境保全活動
のリーダーとして活動する意欲がある方に対して研修等を実施し、ボ
ランティア育成を行い、県の環境アドバイザー等に繋げていきます。

動く環境教室 環境政策課
　環境学習器材を搭載した移動環境学習車「エコムーブ号」を活用し、
県で登録した専門の環境学習サポーターが小中学校を訪問する「動く
環境教室」事業を実施します。

地域環境学習事業委託 環境政策課
　地域における環境保全活動の活発化を図るため、住民参加型の地
域環境学習推進事業をボランティア団体等に委託して実施します。

子ども向け地域環境学習支
援事業

環境政策課
　地域における、環境アドバイザーによる子ども向けの体験型環境学
習会の開催等を支援します。

過疎地域いきいき集落づくり
支援事業

地域政策課
　人口減少や高齢化等の進行が著しい過疎地域において、住民が主
体となって実施する集落の維持・活性化に資するソフト事業を総合的
に支援します。
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参考資料１　

◆市民活動等に対する支援
事　業　名 担当課・団体 事業概要

ＮＰＯ活動支援整備資金 県民生活課
　ＮＰＯ法人向けに設備・運転資金の融資を行い、法人の施設整備や
活動のための資金調達を支援し、より一層の活動の促進を図ります。

ＮＰＯ・ボランティアサロンぐ
んま運営

再掲　→　２（２）

　（３）地域包括ケアシステムへの参画
◆地域包括ケアシステムの理解促進

事　業　名 担当課・団体 事業概要

在宅医療・介護支援パンフ
レット（住み慣れたわが家
で）

地域包括ケア推
進室

　病院を退院する患者等が安心して在宅療養に移行できるよう、在宅
医療等に係る情報を掲載したパンフレットを配布します。

認知症への理解を深める県
民運動推進

地域包括ケア推
進室

　認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を支援する「認知
症サポーター」やボランティアによる、地域での見守り体制を構築する
ため、啓発活動を行います。

◆人材育成と情報の発信
事　業　名 担当課・団体 事業概要

ＮＰＯ・ボランティアサロンぐ
んま運営

再掲　→　２（２）

ＮＰＯ・ボランティアのひろば
運営

再掲　→　２（２）

ぐんまボランティア・市民活
動支援センター運営

再掲　→　２（２）

生活支援体制整備推進
地域包括ケア推
進室

　市町村の生活支援体制整備事業を支援するため、市町村等からの
相談窓口を設置するとともに、担当者連絡会や生活支援コーディネー
ターの養成・フォローアップ研修を開催します。

ぐんま元気シニア応援ネット 再掲　→　２（２）
ぐんまはばたけポイント制度 再掲　→　１（２）
市町村等との連携による人
づくり

再掲　→　２（２）

高齢者相互支援推進･啓発
活動

(一財)群馬県老
人クラブ連合会

　地域のひとり暮らしや高齢者のみの世帯、寝たきりの高齢者等を訪
問し、話し相手となる各老人クラブの高齢者相互支援事業について普
及･啓発･研修を行います。

ふれあい・いきいきサロン活
動支援

(社福)群馬県社
会福祉協議会
健康福祉課

　地域における居場所づくりの活動として、各地の社会福祉協議会が
進めているサロン活動を支援するため、普及啓発・情報提供･研修を
行います。

３　働く意欲や能力を発揮できる社会
　（１）高齢者の就業支援

◆就業・創業の支援
事　業　名 担当課・団体 事業概要

シニア就業支援センター 労働政策課
　中高年齢者に対して、再就職のための職業紹介、就農・起業・地域
活動など多様化するニーズに対応した相談・情報提供を実施します。

シルバー人材センター事業
補助

労働政策課
　高年齢者の就業機会の拡充を図るため、各シルバー人材センターと
群馬県シルバー人材センター連合会の事業を補助します。

中小企業パワーアップ資金
（職場創造支援要件）

商政課
　中小企業が行う高齢者、障害者、女性が働きやすい職場環境の整
備に必要な資金を融資します。

創業者・再チャレンジ支援資
金（Ｂ－３タイプ）

商政課
　女性・若者（３４歳以下）・シニア（５５歳以上）の創業者への融資に当
たり、信用保証料を引き下げます。

◆高齢者の能力活用支援と能力開発
事　業　名 担当課・団体 事業概要

シニア就業支援センター 労働政策課 再掲　→　３（１）

離職者等再就職訓練 産業人材育成課
　高年齢者を含めた離職者が再就職して活躍できるよう、関係機関と
連携しながら、時代の変化に応じた職業能力開発を支援します。

◆就農希望者と高齢農業者の活動に対する支援
事　業　名 担当課・団体 事業概要

「ぐんま農業実践学校」推進
農業構造政策課
（農林大学校）

　就農希望者に農業の基礎的知識・技術を習得するための研修を行
い、多様な担い手の確保育成を図ります。
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